
令和６年３月２８日 津山市高齢介護課

介護給付費算定の届出等に係る留意事項について

4月の報酬算定に係る体制届について注意点をお知らせします。

サービス種類 変更点 注意すべき内容

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

（介護予防）小規模多機能型居宅

介護

（介護予防）認知症対応型共同生

活介護

地域密着型特定施設入居者生活介

護

基準該当訪問介護

「高齢者虐待防止措置実施の有

無」を新設

新たな届出がない場合は、「１：減

算型」と見なされます。

「１：減算型」となる場合に届出が

必要です。

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

（介護予防）小規模多機能型居宅

介護

（介護予防）認知症対応型共同生

活介護

地域密着型特定施設入居者生活介

護

「業務継続計画策定の有無」を新

設

新たな届出がない場合は、「１：減

算型」と見なされます。

「１：減算型」となる場合に届出が

必要です。

居宅介護支援

「情報通信機器等の活用等の体

制」を

「ケアプランデータ連係システム

の活用及び事務職員の配置の体

制」

に名称変更

新しい要件に即して体制届を提出

してください。

介護予防支援

「施設等の区分」欄に

「１：地域包括支援センター」

「２：居宅介護支援事業者」

を新設

施設等の区分に沿って体制届を提

出してください。
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サービス種類 変更点 注意すべき内容

（介護予防）小規模多機能型居宅

介護

「総合マネジメント体制強化」

「１：なし」

「２：あり」

を

「１：なし」

「２：加算Ⅰ」

「３：加算Ⅱ」に変更

既存届出内容が「２：あり」で、新

たな届出がない場合は、

「２：加算Ⅱ」と見なされます。

新しい要件に即して体制届を提出

してください。

地域密着型通所介護

「サービス提供体制強化加算」

に

「９：加算Ⅲイ（ハの場合）」

「Ａ：加算Ⅲロ（ハの場合）」

を追加

「９：加算Ⅲイ（ハの場合）」

「Ａ：加算Ⅲロ（ハの場合）」

に該当する場合は、新たな加算の

届出が必要。

（介護予防）認知症対応型共同生

活介護

「医療連携体制加算」が

「医療連携体制加算Ⅰ」

に名称変更し、

「医療連携体制加算Ⅱ」

を新設

既存届出内容で

「医療連携体制加算」を算定して

いた事業所は、新しい要件に即し

て体制届を提出してください。

地域密着型特定施設入居者生活介

護

「夜間看護体制」を

「夜間看護体制加算」

に名称変更し

「１：対応不可」

「２：対応可」

を

「１：なし」

「３：加算Ⅰ」

「２：加算Ⅱ」に変更

既存届出内容が「２：対応可」で、

新たな届出がない場合は、

「２：加算Ⅱ」と見なされます。

新しい要件に即して体制届を提出

してください。

総合事業

Ａ２：訪問型サービス（独自）

Ａ６：通所型サービス（独自）

「高齢者虐待防止措置実施の有

無」を新設

新たな届出がない場合は、「１：減

算型」と見なされます。

「１：減算型」となる場合に届出が

必要です。

総合事業

Ａ６：通所型サービス（独自）

「業務継続計画策定の有無」を新

設

新たな届出がない場合は、「１：減

算型」と見なされます。

「１：減算型」となる場合に届出が

必要です。
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サービス種類 変更点 注意すべき内容

総合事業

Ａ６：通所型サービス（独自）

「選択的サービス複数実施加算」

を

「一体的サービス提供加算」

に名称変更

新しい要件に即して体制届を提出

してください。


